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　 １ 　 検挙状況　

　（ 1） 検挙件数・ 検挙人員の推移

　 　 　 検挙件数は136件で、 前年に比べ６ 件（ 4.6％） 増加し ま し たが、 検挙

人員は114人で、 前年に比べ14人（ 10.9％） 減少し まし た。

第２  福祉犯と SNSに起因する事犯への対応

○　 福祉犯の検挙件数は増加、 検挙人員、 被害児童は共に減少

○　 Ｓ Ｎ Ｓ に起因する事犯の被害少年は 35 人で、 前年から 12 人

増加

POIN T！

　「 児童を自己の支配下において淫行をさ せる行為」、「 児童買春等、 児

童に対する性犯罪を助長する行為」、「 インタ ーネッ ト 等を利用し て児童

に性的画像を送信させ、 ポルノ 画像を製造する行為」、「 子供の喫煙を親

権者が制止し ない行為」 等のよう に、 少年の心身に有害な影響を与え、

少年の福祉を害する犯罪をいい、

　 　 　 児童福祉法、 児童買春・ 児童ポルノ 禁止法、 茨城県青少年健全育

成条例（ みだらな性行為等、 深夜外出制限等）、 二十歳未満ノ 者ノ

喫煙ノ 禁止ニ関スル法律（ 令和 4 年 3 月 31 日以前は未成年者喫煙

禁止法）

等がこれにあたり ます。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　「 福祉犯」 とは？
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H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
前年比 増減率

検挙件数 156 178 170 181 144 179 151 163 130 136 6 4.6%

検挙人員 117 151 134 120 118 138 127 136 128 114 -14 -10.9%
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　（ 2） 法令別検挙状況

　 　 　 法令別では、 青少年健全育成条例違

反によ る 検挙が64件で最も 多く 、 全体

の47.1％を 占め、 次いで 児童買春・ 児

童ポルノ 禁止法違反によ る 検挙が62件

で、 全体の45.6％を 占めまし た。

　 ２ 　 被害少年　

　（ 1） 被害少年の推移

　 　 　 令和4年中は103人で、 前年に比べ6人（ 5.5％） 減少し まし た。

　（ 2） 法令別被害状況

　 　 　 法令別では、 青少年健全育成条例

違反での被害が52人で最も 多く 、 全

体の50.5％を 占め、次いで、児童買春・

児童ポルノ 禁止法違反での被害が39

人で、 全体の37.9％を 占めまし た。
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H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
前年比 増減率

福祉犯被害少年 129 145 143 140 118 128 110 120 109 103 -6 -5.5%

う ち女子 76 92 104 82 71 88 82 82 74 69 -5 -6.8%

女子の占める割合 58.9% 63.4% 72.7% 58.6% 60.2% 68.8% 74.5% 68.3% 67.9% 67.0% -0.9P -
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　（ 3） Ｓ Ｎ Ｓ に起因する 事犯の被害少年

　 　 ア 　 被害の推移

　 　 　 　 Ｓ Ｎ Ｓ に起因する 事犯の被害少年は令和２ 年から 減少し ていまし た

が、 令和４ 年中の被害少年は35人で、 前年に比べ12人増加し まし た。

　 　 イ 　 学職別被害状況

　 　 　 　 学職別被害状況は、 高校生が19人

で最も 多く 、 全体の54.3％を 占め、 次

に中学生が８ 人で、 全体の22.9％を 占

めまし た。

　 　 ウ　 年齢別被害状況

　 　 　 　 年齢別被害状況で は、 16歳が10人

で最も 多く 、 全体の28.6％を 占めまし

た。

　 　 　 　 次に17歳が８ 人で、 全体の22.9％を

占めまし た。

　 　 　 　 ま た、 12歳以下が３ 人お り 、 被害

の低年齢化が懸念さ れます。

　 　 エ 　 男女別被害状況

　 　 　 　 男女別被害状況では、 男子が８ 人、 女子が27人でし た。
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H30 R1 R2 R3 R4
前年比 増減率

SNSに起因 32 35 25 23 35 12 52.2%
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　 ３ 　 SNSを 活用し た広報啓発活動　

　 　 　 茨城県警察本部人身安全少年課では、 SNSに起因する子供の性被

害を防止するため、 子供の性被害につながるおそれのある不適切な

書き込みをサイバーパト ロールにより 発見し、 注意喚起・ 警告のた

めのメ ッ セージを投稿する取組を推進しています。


